
盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金抽選実施要領 

令和８年３月 26日制定   

 

 （目的） 

第１ この要領は、盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金の公正な交付を目的と

して、申請者の決定に係る抽選の実施方法について定めるものとする。 

 

（抽選実施の決定） 

第２ 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金の申請を新築又は既築に分類して受

け付け、それぞれの申請額の合計が受付期間毎の予算額を上回った場合は、抽選により申

請者を決定するものとする。 

 

 （抽選の対象） 

第３ 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱第３に定める者のうち、これま

でに抽選に参加したことがない者とする。 

 

（抽選の公平性の確保） 

第４ 抽選は非公開で実施するものとする。 

２ 主催者（盛岡市環境部環境企画課。以下同じ）が抽選の操作をする際は、主催者以外の盛岡

市職員立ち合いのもと実施することとする。 

 

（抽選の方法） 

第５ 抽選はコンピュータによる抽選システム（Excel 関数）を使用し行うものとする。 

２ 抽選の手順は次のとおりとする。 

（１）主催者は抽選対象者を表示する。 

（２）主催者は抽選対象者ごとに乱数を表示させ、立会人は乱数が異常なく表示されたことを

確認する。 

（３）主催者は乱数の大きい順に順位をつける。 

（４）立会人は主催者と順位を確認し、予算の範囲内で審査対象者及び補欠を決定する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （抽選結果の記録） 

 

３ HEMSの設置に係る補助金は、既築の申請者を優先して補助を決定し、抽選を行った場合は

当選者のうち順位の高い者から予算の範囲内で決定する。 

 

 （抽選結果の記録） 

第６ 主催者は抽選の結果を記録し、立会人は記録が抽選結果と相違ないことを確認したうえで

署名を行うものとする。 

 

（抽選結果の通知と公表） 

第７ 主催者は、抽選の結果を抽選対象となった申請者に通知する。 

 

（抽選結果の取扱い） 

第８ 抽選結果に従い審査対象者となった申請者は、すべて交付対象とし審査を行う。ただし、

明らかに補助対象とならない者や辞退等があった場合には交付決定可能額の範囲において補欠

順位に従い繰り上げ当選とし、当該の交付申請の審査を行う。 


